
全
日
中
事
務
局
だ
よ
り

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で

会
議
等
を
含
ん
だ
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
と

な
っ
て
い
る
。
全
日
本
中
学
校
長
会
で
も
会

計
監
査
・
基
金
管
理
運
営
委
員
会
、
常
任
理

事
会
、
理
事
会
、
総
会
が
、
通
常
の
形
で
の

開
催
が
で
き
な
い
状
況
の
た
め
、
書
面
表
決

を
補
助
す
る
形
で
、
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
シ
ス
テ
ム

「Z
oom

」を
導
入
し
た
。良
か
っ
た
点
も
あ
っ

た
が
、
初
め
て
の
こ
と
で
も
あ
り
、
課
題
も

浮
か
び
上
が
っ
た
。
以
下
そ
の
成
果
と
課
題

◆
Ｗ
ｅ
ｂ
理
事
会
及
び
Ｗ
ｅ
ｂ
総
会
に
お
け

る
成
果
と
課
題
（６

／１０

中
間
報
告
、
こ
の

調
査
は
、６

／５

〜６
／１８

各
都
道
府
県
事

務
局
及
び
理
事
を
対
象
に
実
施
）

・「Z
oom

」
リ
ハ
ー
サ
ル
は
有
効
で
し
た
か

の
問→

事
前
に
各
ブ
ロ
ッ
ク
を
対
象
に
実

施
し
た
リ
ハ
ー
サ
ル
は
、
Ｗ
ｅ
ｂ
理
事
会
及

び
Ｗ
ｅ
ｂ
総
会
を
実
施
す
る
う
え
で
有
効
で

あ
っ
た
と
意
見
が
多
か
っ
た
。

・
事
務
局
で
新
た
に
準
備
し
た
機
器
等
の
問

→

パ
ソ
コ
ン
・
Ｗ
ｅ
ｂ
カ
メ
ラ
・
ス
ピ
ー

カ
ー
・
ヘ
ッ
ド
セ
ッ
ト
・W

i-F
i

ル
ー
タ
等

の
準
備
を
し
た
と
答
え
た
事
務
局
は
、
延
べ

３７
件
と
な
っ
て
い
る
。

・「Z
oom

」
に
参
加
で
き
ま
し
た
か
の
問→

事
情
に
よ
り
参
加
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も

あ
っ
た
。

・
ど
こ
か
ら
参
加
し
ま
し
た
か
の
問→

各
都

道
府
県
事
務
局
及
び
勤
務
校
が
、
ほ
と
ん
ど

で
あ
っ
た
が
、自
宅
等
か
ら
の
参
加
も
あ
っ
た
。

・
Ｗ
ｅ
ｂ
会
議
へ
の
参
加
方
法
に
つ
い
て
の

問→
Z
oom

ア
プ
リ
か
ら
の
参
加
が
多
か
っ
た

・
Ｗ
ｅ
ｂ
理
事
会
に
お
け
る
運
営
・
進
行
に

つ
い
て
の
問→

自
己
紹
介
が
長
く
、
時
間
が

大
幅
に
超
過
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

・
Ｗ
ｅ
ｂ
総
会
に
つ
い
て
は
、時
間
ど
お
り
に

運
営
で
き
て
良
か
っ
た
と
の
評
価
が
あ
っ
た
。

・
講
演
に
つ
い
て
は
、
丸
山
局
長
か
ら
の
話

が
聞
き
た
か
っ
た
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

・
行
政
説
明
に
つ
い
て
は
、
聞
き
取
り
に
く

い
説
明
も
あ
っ
た
。

・
行
政
説
明
資
料
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
が

大
き
い
、
届
い
た
の
が
直
前
で
あ
っ
た
等
、

課
題
が
指
摘
さ
れ
た
。【
表
１
】

◆
課
題
に
対
す
る
対
応
策

・
行
政
説
明
資
料
に
つ
い
て
は
、
提
供
方
法

等
に
つ
い
て
文
部
科
学
省
と
今
後
調
整
す
る
。 【表１】

。

（４６）



・「Z
oom

」
に
つ
い
て
は
、
有
効
性
が
確
認

で
き
た
こ
と
か
ら
、
使
用
規
程
を
設
け
て
今

後
広
く
使
用
で
き
る
よ
う
準
備
し
て
い
る
。

◆「Z
oom

」
使
用
規
定
（
案
）

（
目
的
）

第
１
条

本
規
定
に
よ
り
「Z

oom

」
を
有

効
に
活
用
し
、
全
日
本
中
学
校
長
会
の
活
動

が
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
主
管
）

第
２
条

前
条
に
掲
げ
る
「Z

oom

」
の
管

理
は
、
全
日
本
中
学
校
長
会
事
務
局（
以
下
、

「
全
日
中
事
務
局
」
と
い
う
。）
で
行
う
。

（
使
用
範
囲
）

第
３
条

第
１
条
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、

全
日
中
事
務
局
が
管
理
す
る
「Z
oom

」を
使

用
で
き
る
範
囲
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

全
日
本
中
学
校
長
会
が
主
催
す
る
次
の

会

全
日
中
総
会
、
全
日
中
研
究
協
議
会
、

理
事
会
、
常
任
理
事
会
、
臨
時
常
任
理
事
会
、

基
金
管
理
運
営
委
員
会
、
会
計
監
査
、
部
長

会
、
各
部
会
、
各
専
門
委
員
会

３

各
地
区
中
学
校
長
会
が
主
催
す
る
会

地
区
研
究
大
会
、地
区
総
会
、地
区
理
事
会
等

※「
地
区
」
割
り
に
つ
い
て
は
、
実
務
の
手

引
き
１０
ペ
ー
ジ
を
参
考

（
使
用
申
請
）

第
４
条

全
日
中
事
務
局
が
管
理
す
る

「Z
oom

」
を
使
用
す
る
場
合
は
、
使
用
予
定

の
１
週
間
前
ま
で
に
所
定
の
「
使
用
申
請

書
」
に
よ
り
全
日
中
事
務
局
宛
て
申
請
手
続

き
を
行
う
。
全
日
中
事
務
局
は
第
１
条
及
び

第
３
条
に
照
ら
し
、
使
用
を
許
可
す
る
。

（
会
議
の
運
営
等
）

第
５
条

全
日
中
事
務
局
を
ホ
ス
ト
局
と
し
、

会
議
参
加
者
は
ゲ
ス
ト
局
と
し
て
参
加
す
る
。

２

ホ
ス
ト
局
は
、
全
日
中
事
務
局
が
管
理

す
る
「Z

oom

」
関
係
機
材
を
セ
ッ
ト
ア
ッ

プ
し
、ゲ
ス
ト
局
の
会
議
参
加
を
許
可
す
る
。

３

会
議
の
運
営
等
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ス
ト

局
間
で
調
整
の
う
え
、
実
施
す
る
。

４

会
議
終
了
後
、
ゲ
ス
ト
局
は
、
各
自
で

会
議
退
出
手
続
き
を
行
う
。

（
守
秘
義
務
）

第
６
条
「Z

oom

」の
使
用
に
当
た
っ
て
は
、

知
り
得
たID

及
び
パ
ス
ワ
ー
ド
を
第
三
者

に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
厳
重
に
管

理
す
る
。

（
使
用
申
請
書
の
保
管
）

第
７
条

全
日
中
事
務
局
は
、「
使
用
申
請

書
」
を
保
管
し
、
使
用
し
た
団
体
等
の
記
録

を
管
理
す
る
。

な
お
、「
使
用
申
請
書
」
の
保
管
期
間
は
２

年
と
し
、２
年
を
経
た
年
度
末
に
廃
棄
す
る
。

（
使
用
中
止
）

第
８
条

会
議
中
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、
復

旧
等
を
試
み
て
も
ト
ラ
ブ
ル
が
解
消
で
き
な

い
場
合
に
は
、
速
や
か
に
使
用
を
中
止
し
、

全
日
中
事
務
局
に
報
告
す
る
。

（
停
電
等
）

第
９
条

使
用
許
可
を
受
け
て
も
、全
日
本
中

学
校
長
会
館
に
お
け
る
停
電
、会
館
を
含
む
広

域
の
停
電
等
で
使
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

会
員
訃
報

茨
城
県
岩
坂
東
市
立
猿
島
学
校
長

霜
田
幸
男
様

六
十
歳

五
月
二
十
七
日

謹
ん
で
お
悔
や
み
申
し
上
げ
、
御
冥
福
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

（
事
務
局
長

松
澤

宏
尚
）

（４７）


